
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  景品表示法に係る課徴金                  

Ｑ：不当景品類及び不当表示防止法が改正

になり、不当表示違反をした場合、課徴金が

課せられることになったそうですが、この課

徴金は税務上、どのように取り扱われます

か？                                           

                                             

Ａ：損金算入することができません。 

【解説】 

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示

法)では、①優良誤認表示、②有利誤認表示、

③その他誤認されるおそれのある表示の３種

類の不当表示を規定しており、これに違反し

た事業者には「措置命令」、違反のおそれの

ある事業者には「指導」を消費者庁や都道府

県知事が行うこととなっています。 

この取扱いが平成28年４月１日以後、一部

改正され、この制度に加えて「課徴金制度」

が導入されることとなりました。 

つまり、「措置命令」の後に弁明の機会が

付与され、その弁明が認められない場合には

課徴金を納付しなければならないとされたの

です。 

ところで、この課徴金の取扱いですが、法

人税法では、罰金及び科料並びに過料、国民

生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び

延滞金等は損金算入できないとされています

が、平成27年度の税制改正で、この景品表示

法の規定による課徴金及び延滞金もこれに追

加されることとなりましたので、お尋ねの課

徴金は損金の額に算入することは認められま

せん。 
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